
AEDの点検をしていますか？

緊急時に、AED(自動体外式除細動器)を正常にご使用いただくために、日頃から
AEDの点検をお願いします。また、バッテリ等には使用期限や寿命があり、設置して
から日時が経過している場合には、注意が必要です。
いざというときに、ＡＥＤをきちんと使用できるように、AEDの設置者は、特に以下の

点に注意して、日常点検等を実施して下さい。

１．インジケータの確認

AEDには、AEDが正常かどうかを
示すインジケータ＊が付いています。

点検担当者は、日常点検として、こ
のインジケータの表示を日常的に確
認・記録しましょう。
＊AEDの状態を確認するためのランプや画面

２．電極パッドやバッテリ
の交換

AEDの電極パッドやバッテリには、使
用期限や寿命があります。
AEDを正常に作動させるために、これ

らの消耗品の交換時期を表示ラベル＊

で把握し、適切に交換しましょう。
＊各製造販売会社より、購入店等を通じて提供されます。

《AEDの設置情報登録のお願い》
AEDの設置に関する情報は、AEDの設置場所の把握や、メーカーから設置者の皆様にお

手持ちのAEDに関する重要な安全性情報を提供するために、とても重要です。
AEDを適切に管理するためにも、未登録のAEDをお持ちの場合、新規設置時及び設置場

所の変更時等には、設置情報登録にご協力下さい。（登録した情報は、非公開とすることも
可能です。）
※ 設置情報登録の方法は、お手持ちのAEDの購入店やメーカー（上記参照）にお問い合わせ下さい。

（参考）財団法人日本救急医療財団 AED設置場所検索 http://www.qqzaidan.jp/AED/aed.htm

（問い合わせ先）

厚生労働省医薬食品局安全対策課 電話：03-5253-1111（代表）

AEDの管理等についての詳細は、厚生労働省HPをご覧下さい。

URL: http://www.mhlw.go.jp/

厚生労働省

※ 以上の日常点検や消耗品の交換などについてご不明な点は、お手持ちのAEDの購入店
やメーカーにお問い合わせ下さい。

製造販売業者
（販売業者）

株式会社エムビーエス
（大宇ジャパン株式会社）

日本光電工業
株式会社

日本メドトロニック
株式会社

株式会社フィリップス
エレクトロニクスジャパン

製品名

パラメディック
(Paramedic）
アイパッド
（IPAD）

カルジオライフ
（cardiolife）

ライフパック
（ＬＩＦＥPAK）

ハートスタート
（HEARTSTART）

お問い合わせ先
0120-910-256

又は
03－3224－7143

AED保守受付センタ
0120-233-821

ライフパック
お客様センター
0120-715-545 

AEDコールセンター
0120-802-337

ホームページ
（URL）

http://japan.daewoo.
com/index.jsp

http://www.nihonkohden
.co.jp/aed/ 

http://www.medtroni
c-lifepak.com/

http://www.philips.co.jp/
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